
～ 不動産鑑定士から見た配偶者居住権 ～
相続法改正－配偶者居住権について

42019
京都リサーチパーク　KISTIC　２F　「たまり場（TAMARI-BA）」

どなたでもご参加できます

11

不動産鑑定士《講師》 西井雅志氏


